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アビリティガーデンにおける職業訓練事業の市場化テスト（モデル事業）の実施に係

る厚生労働省及び機構に設置する「市場化テスト評価委員会」に係る役割分担について

は、以下の通りとする（参考２ 。）

１．厚生労働省に設置する市場化テスト評価委員会

厚生労働省に設置する市場化テスト評価委員会については、以下の（1）から（3）ま

での事項について意見を求めることとする。

（1）実施方針に係る審議

（2）訓練の運営状況に係る報告聴取

（3）機構の評価結果を踏まえた実績評価

２．機構に設置する市場化テスト評価委員会

機構に設置する市場化テスト評価委員会については、以下の（1）から（4）までの事

項について意見を求めることとする。

（1）仕様書（受託者及び実施機関に係る選定基準を含む ）に係る審議。

（2）受託者及び実施機関の選定に係る評価

（3）訓練の運営状況に係る報告聴取

（4）実績評価


